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仕 様 書 

 

１ 業務件名 

  陸上自衛隊久留米駐屯地における展示即売店の設置及び経営 

２ 業務内容 

  展示即売店の設置及び経営 

３ 相手方の決定 

  本業務を行う者については、陸上自衛隊久留米駐屯地業務隊長（以下、「甲」とい

う。）が決定する。 

４ 国有財産（防衛省行政財産）の使用許可 

 (1) 本業務を行う者は、展示即売店の設置場所に係る国有財産（防衛省行政財産）の

使用許可を得なければならない。 

 (2) 国有財産（防衛省行政財産）の使用許可は、九州防衛局長（以下、「乙」という。）

が行う。 

 (3) 次の各号に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は変更することがある。 

  ア 国が国有財産（防衛省行政財産）を使用するとき。 

  イ 国有財産（防衛省行政財産）の使用許可の相手方（以下、「丙」という。）が

使用許可条件に違反したとき。 

  ウ 国有財産（防衛省行政財産）の使用許可の相手方が暴力団関係者に該当するこ

とが判明したとき。 

 (4) 使用許可期間が満了したとき、又は前項により、使用許可を取り消された場合は、

丙は直ちに自己の負担で使用財産を原状に回復し返還すること。 ただし、継続した

場合は、この限りではない。また、この場合丙は国に対し、一切の補償を請求する

ことはできない。 

５ 丙の資格 

    丙は、以下の条件を満たしていること。 

 (1) 業務遂行上必要とされる関係法令及び規則等を遵守できること。 

 (2) 業務の全部又は一部を第三者に委託し又は譲渡することなく遂行できること。 

 (3) 国有財産（防衛省行政財産）使用許可書の使用許可条件を遵守できること。 

 (4) 本仕様書の全記載事項を遵守できること。 

６ 国有財産（防衛省行政財産）使用料 

丙は、乙に展示即売店の設置に係る面積に応じた国有財産（防衛省行政財産）使用

料を支払うこと。令和８年度の国有財産使用料については、未定のため、決定次第通

知する。 

    ※１㎡あたりの国有財産（防衛省行政財産）使用料（令和７年度実績） 

【屋内】日額 約３１円／㎡（消費税別） 

【屋外】日額 約２２円／㎡（消費税別） 

なお、国有財産（防衛省行政財産）使用料は、歳入徴収官が指定する期日までに全 

額を前納すること。また、展示即売店を設置しなかった場合の使用料は返還しない。 
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７ 業務期間・時間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日の間のうち、甲と丙が協議して決定する

日とする。営業時間は、原則として、９時００分から１８時００分とし、それ以外は

別途協議する。 

８ 費用負担 

  本業務に伴う費用は、丙の負担とする。 

９ 名義使用の制限 

  丙は、自己の営業上の取引に関して、甲及び乙の名義を使用してはならない。 

10 管理責任 

 (1) 丙は、自らの責任において展示即売店を管理し、火災、盗難、食中毒等の予防及

び保安について常に心掛け、いかなる事故発生の場合も甲及び乙に対し、損害の賠

償その他の申し立てをしないものとする。 

 (2) 丙は、従業員の身元、規律の保持、風紀及び衛生に関すること等、人事管理その

他これらに関する関係諸法令の運用について、一切の責任を負わなければならない。 

11 衛生等の保持 

  丙は、丙の従事関係者が結核及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律」で定義されている感染症を発症した場合又はその疑いのある場合には、

業務に従事させないこととし、甲及び乙に対して速やかに報告すること。 

12 情報保全の遵守 

 (1) 丙は、甲、乙及び担当職員（以下、「甲等」という。）の与えた指示及び本業務

の遂行上知り得た甲等に関する情報（書面等をもって甲等が丙に提供した情報並び

に施設内及びそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切）の保

全を遵守し、これを本業務の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはな

らない。 

 (2) 丙は、自らの従事関係者に情報保全を遵守させるために必要な措置を取らなけれ

ばならない。 

13 損害賠償 

  丙は、債務不履行の場合、情報保全に関する義務に違反した場合、その他業務に関

して甲等に損害を与えた場合には、甲等に対し一切の損害を賠償するものとする。 

14 自己都合による業務の解除 

  丙は、自己の都合により本業務を解除しようとするときは、事前に甲及び乙に通知

し、甲及び乙の指示に従い解除することができる。 

15 業務仕様 

 (1) 丙は、自ら提出した企画提案書に基づき業務を適正に履行することとし、企画提

案書の内容について、甲の了解なく変更しないこと。  

 (2) 本業務の遂行に当たっては、担当職員の指示に従うこと。 

 (3) 展示即売店の設置、移設及び撤去に係る費用は、丙の負担とする。 

      また、当該作業の遂行に当たっては、担当職員の指示に従うこと。 

 (4) 販売業務にあたり、電気・水の供給は、官側は一切行わない。必要な電気・水は



4」 

 

丙が準備することとする。 

 (5) 販売商品の選定に当たり、常に利用者の需要が高い商品等の提供に努めるものと

し、担当職員の指示に可能な限り従うものとする。 

 (6) 営業許可が必要な販売商品を取り扱う場合は、丙は、営業許可を取得した後、販

売すること。 

 (7) 丙は、商品の瑕疵等について、利用者又は担当職員からの連絡を受けた場合は、

即時に対応すること。 

 (8) 丙は、各日の設置場所周辺の清掃を行い、衛生管理について一切の責任を負うも

のとする。 

 (9)  使用日については、使用しようとする月の前月２０日までに電話等で担当者と

調整のうえ決定するものとする。 

（10）本仕様書に記載のない事項及び細部については、必要の都度、担当職員及び丙の

間で協議する。 

16 その他の条件 

  国の行事、緊急時等は使用不可とする

 


